
 

事 務 連 絡 

令 和 3 年 3 月 15 日 

 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 

 

 

 

数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の追加について 

 

 

標記について、別紙のとおり、各都道府県衛生主管部（局）長、保健所設置

市衛生主管部（局）長及び特別区衛生主管部（局）長宛に通知いたしましたの

で、御了知いただいた上、貴会会員への周知につき御配慮をよろしくお願いい

たします。 

 

  





    

       





    

   







  

     













    







      





























 

 







                          

 



 



 



 





 



 



 



 



 

 



















  











  







 







  















               

















































































                          

 



 



















 









































 

  



 

  























 

 

 



















































 



























































                          

 







 



























 



























 



 

  









 

















 



















  





























 

















































 





                          

 



 































































  













 

  

 





















  

      



































                   



           

           



           

           

           

           

           

         



































        



          

        

        

        

    

    

    

    





                          

 





















































 

























  



































































































































                          

 













































































































































































































                          

 









































 















































 









           



 







  



 







  

         









  

         









  



 

  




 

  



  

 







 



 





 






    

   

   

 





  






 

  







     

     

    

 






    

   




           






  

 







  

  
 







 

    

    

    

 






 

    

    

    

 




 

     

     

     

    

     

    

 




 

    

    
 




 
     




 

    

    
 




 
    








 

     

   

    

   

    

   

    

   

 




 

     

    

    

    





           






   

   

  

 





      






   

 
   

   

   






   


   

   
 

   






  

  

  






  

  

  






  

  

  






  


  




